
■募集の趣旨

　社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会(県社協)は、社会福祉法に基づき設置され、地域福祉推進の中核と
して、地域の様々な福祉課題に住民とともに取り組み、すべての人々が豊かで快適に暮らせる社会の実現
を目指して活動を行っている非営利の民間組織です。
　県社協は、全国社会福祉協議会や県内の市町社会福祉協議会とのネットワークにより、社会福祉事業の
連絡・調整や企画・実施などを通じて、県民の社会福祉の増進に努めています。
　今回の職員採用は、愛媛県総合社会福祉会館の会館受付及び貸館業務等について意欲的に仕事をする人
を募集します。

■採用職種 事務職員（日々雇用職員・パート職員）

■採用人数 １名

（１）愛媛県総合社会福祉会館の受付及び貸館業務、入居団体との連絡調整等

（２）郵便・宅配等の受け取り、点検業者との連絡調整等関連する業務

■採用期間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで　（ただし、更新する場合がある）

次の（１）～（２）をすべて満たす者

（１）パソコン基本操作（文書作成・表計算）のできる者

（２）次のいずれにも該当しない者

　①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

　②日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
　　又はこれに加入した者

（１）受付業務の経験者

（２）事務業務の経験者

■基本給 時給　970円～（昇給有）

■諸手当 通勤手当、時間外勤務手当

■勤務時間 11時00分～14時00分の間で勤務可能な時間（希望時間があれば応相談）

■休日 週休２日制（日・土曜日）、祝日、年末年始　※業務による変更有（変形労働時間制採用）

■休暇 年次有給休暇、夏季休暇、年末年始、その他特別休暇があります。　※詳しくは労働条件通知書に記載。

■勤務地 松山市持田町3-8-15　愛媛県総合社会福祉会館

■福利厚生 雇用保険、労災保険、福利厚生センター、職員互助会

■募集期間 ～令和７年１月３０日（木）必着

（１）書類選考

（２）面接試験（随時：電話等で日程調整）

■申込方法
希望者は、「日々雇用職員応募用紙」に必要事項を記入の上、下記事務局まで送付又は提出してくださ
い。

〒790-8553　愛媛県松山市持田町3-8-15　愛媛県総合社会福祉会館

社会福祉法人　愛媛県社会福祉協議会　総務企画部　経営管理課（担当　楠井・小原）

TEL　089-921-8344  FAX　089-921-8939

■URL http://www.ehime-shakyo.or.jp/

■E-mail keiei@ehime-shakyo.or.jp

■お問合せ先
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